
品川区特定子ども・子育て支援施設等指導監査実施要綱 

 

制定  令和６年９月３０日 区長決定 要綱第３０９号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第３０条の３において準用する法第１４条第１項および第５８条の８第１項の規定に基

づき実施する、特定子ども・子育て支援施設等(法第３０条の１１第１項に規定する特定

子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。）に対して行う指導および監査について、

基本的事項を定める。 

 

（指導および監査の目的） 

第２条 指導および監査は、特定子ども・子育て支援施設等に対し、特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成２

６年内閣府令第３９号。以下「運営基準」という。）第５３条から第６１条までを遵守さ

せ、区における施設等利用費の支給事務の適正性を確保することを目的とする。また、監

査の実施は、区長が事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的とす

る。 

 

（指導および監査の対象） 

第３条 この要綱に基づく指導および監査の対象は、法第５８条の２に規定する確認を受

けた特定子ども・子育て支援施設等とする。 

 

（指導基準） 

第４条 区長は、運営基準、関係法令等を集約した基準を別に定め、その基準における評価

区分は、別紙「評価区分」に沿って定める。 

 

（指導方針等） 

第５条 指導方針等については、次のとおりとする。 

⑴ 指導方針 

区は、特定子ども・子育て支援施設等に対し、運営基準第５３条から第６１条までの

規定の内容について周知徹底させるとともに、施設等利用費の支給における過誤・不正

の防止を図るため指導を実施する。 

⑵ 計画的な指導の実施 

特定子ども・子育て支援施設等に対する指導の年間計画や実施スケジュールを策定

し、効率的・効果的な実施に努めるとともに、指導の結果を通知する手段、時期、指摘



事項への改善指導および改善結果の確認方法等を明確化し、公表すべき事項を含め、こ

れを着実に実施する。 

 

（指導等の形態） 

第６条 第２条に規定する指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る方法により実施するものとする。 

 ⑴ 集団指導 運営基準等の遵守に関して、特定子ども・子育て支援提供者(法第３０条

の１１第３項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。）を一定の

場所に集める講習等の方法または運営基準等の内容について動画を作成し、インター

ネット上で公表し視聴させる等の方法により行うことができる。 

⑵ 実地指導 特定子ども・子育て支援施設等において、提出された書面に関する質問等

を行うとともに、必要と認める場合は、運営基準の遵守に関する各種指導等を行う方法。

ただし、認可外保育施設のうち居宅訪問型保育事業の実地指導は、現に従事する保育現

場とは別の場所で行うことができる。 

 

（集団指導の対象の選定等） 

第７条 区長は、次に該当する特定子ども・子育て支援施設等を集団指導の対象として選定

する。 

 ⑴ 法第５８条の１１第１項の規定に基づく法第３０条の１１第１項の確認の公示後、

概ね１年以内の特定子ども・子育て支援施設等 

⑵ 制度改正や、過去の指導事例等に基づき指導等が必要と認められる特定子ども・子育

て支援施設等 

２ 区長は、集団指導の対象とする特定子ども・子育て支援施設等を選定したときは、当該

特定子ども・子育て支援提供者に、集団指導の日時、場所および指導内容等を文書により

通知する。 

 

 （集団指導の方法等） 

第８条 集団指導は、特定子ども・子育て支援施設等の運営基準、制度改正の内容および過

去の指導事例等の内容説明を講習等の方式で行う。もしくは、その内容について動画を作

成し、インターネット上で公表し視聴させる等をとおして行うことができる。 

２ 集団指導を欠席した特定子ども・子育て支援提供者等には、当日使用した書類を送付す

る等、必要な情報提供に努め、直近の機会に改めて集団指導の対象とする。 

 

 （実地指導の対象の選定等） 

第９条 実地指導は、全ての特定子ども・子育て支援施設等に対し、定期的かつ計画的に実

施する。 



２ 区長は、集団指導の実施状況、区が行う指導監督および立入調査等に関する事務の状況

等、区の実施体制等を勘案し、次に該当する特定子ども・子育て支援施設等を実地指導の

対象として選定する。 

 ⑴ 運営基準等の遵守状況、前年度の実地指導の結果から文書による指摘事項への改善

を求めたが未実施であること等により、指導等が必要と認められる特定子ども・子育て

支援施設等 

⑵ 前号に掲げるもののほか、特に区が実地指導の必要があると認める特定子ども・子育

て支援施設等 

３ 実地指導は、児童福祉法に基づく一般指導検査と同時に実地指導を行う場合は、原則と

して同検査の実施周期に合わせるものとする。 

４ 区長は、実地指導の対象とする特定子ども・子育て支援施設等を選定したときは、当該

特定子ども・子育て支援施設等の設置者に実地指導の日時、場所および指導内容等を文書

にて通知する。ただし、必要と認める場合には、検査の開始時に文書を交付することによ

って行うことができる。 

 

 （実地指導の方法等） 

第１０条 実地指導は、特定子ども・子育て支援施設等において、運営基準の順守状況につ

いて約半日程度を目途に実施するものとし、実地指導の終了時に、実施場所において、特

定子ども・子育て支援施設等の代表者(以下「代表者」という。）、面談に対応した担当者

等に対し、実地指導結果の講評を行う。 

２ 実地指導の実施体制は、次の事項に留意するものとする。 

 ⑴ 幼児教育・保育の無償化および会計に係る知識と経験を有する者を含める。 

 ⑵ 実施指導の対象件数と実施スケジュールに応じて、同時に複数箇所への実施が必要

な場合が生じることに留意する。 

 ⑶ 実地指導に十分な体制が確保できない場合は、限られた体制においても全ての実地

指導ができるよう、事前に提出を受ける書類を庁内で十分に検査するために人員と期

間を用意する等の対応をとる。 

 ⑷ 新制度移行済み幼稚園および認定こども園が実施する預かり保育事業に対する実地

指導は、幼稚園および認定こども園に対する施設型給付費の支給に係る実地指導の際

に行うなど、効率的に実施する。 

３ 区長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、後日、代表者に

対して文書により指導内容の通知を行うものとし、改善を要すると認められる事項がな

い場合も、文書により通知を行う。 

４ 区長は、前項の文書により通知した指摘事項の改善を要すると認められる指摘事項に

ついては、当該通知の日から３０日以内に文書により改善報告を求めるものとする。 

 



 （監査への変更） 

第１１条 区長は、実地指導中に、次に掲げる状況を確認した場合は、実施指導を中止し、

直ちに監査を行うことができる。 

⑴ 特定子ども・子育て支援施設等において著しい運営基準違反が確認された場合 

⑵ 特定子ども・子育て支援施設等および施設等利用給付認定保護者(法第３０条の５第

３項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。）の施設等利用費の請

求に、著しい不当が疑われる場合 

⑶ 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等が法第５８条の９第１

項各号および第５８条の１０第１項各号に該当することが疑われる場合 

２ 実地指導中に、特定子ども・子育て支援施設等を利用する小学校就学前子どもの生命ま

たは身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると認められる状況を確認した場合は、一刻も

早い危険の除去に努める。 

 

（監査の実施等） 

第１２条 監査は、次に掲げる事項に該当する情報を踏まえて、区長が違反疑義等の確認に

ついて特に必要があると認める場合に実施する。この場合において、事案の緊急性・重大

性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく監査を行うことが適切な場合があることに留意

する。 

⑴ 特定子ども・子育て支援施設等において著しい運営基準への違反が確認された場合 

⑵ 特定子ども・子育て支援施設等および施設等利用給付認定保護者の施設等利用費の

請求に、著しい不当が疑われる場合 

⑶ 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等が法第５８条の９第１項

各号および第５８条の１０第１項各号に該当することが疑われる場合 

２ 区長は、監査を行うことを決定したときは、監査の根拠規定、目的、場所、担当者およ

び準備すべき書類等を文書により設置者等に対して通知する。ただし、実地指導中に監査

への変更を行った場合等、これにより難い場合はこの限りでない。 

３ 区長は、監査を実施した場合は、その結果、法第５８条の９第１項に定める勧告には至

らないが、改善を要すると認められる事項がある場合および施設等利用費等の返還を要

すると認められる場合は、文書によりその旨を通知するものとし、改善を要すると認めら

れる事項がない場合も、文書により通知を行う。 

４ 区長は、前項の文書により通知した指摘事項の改善を要すると認められる指摘事項に

ついては、当該通知の日から３０日以内に文書により改善報告を求めるものとする。 

 

（勧告） 



第１３条 区長は、法第５８条の９第１項に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、基準を遵守するこ

と等を勧告することができる。 

 ⑴ 幼稚園または特別支援学校の設置者および一時預かり事業を行う者(国および地方

公共団体(公立大学法人を含む。）を除く。）を除く特定子ども・子育て支援提供者が、

内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設または事業として適正

な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 

 ⑵ 法第５８条の４第２項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設または事業として適正な特定子ど

も・子育て支援施設等の運営をしていない場合 

 ⑶ 法第５８条の６第２項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設また

は事業として適正に行っていない場合 

２ 前項第１号の場合においては、区長は、幼稚園または特別支援学校の設置者および一時

預かり事業を行う者（国および地方公共団体（公立大学法人を含む。）を除く。）が設置基

準および一時預かり事業基準に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ど

も・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、東京都知事に通知しなければ

ならない。 

３ 勧告は、原則として文書により行い、特定子ども・子育て支援提供者は、勧告の日から

３０日以内に文書により改善報告書を提出するものとする。 

４ 区長は、第１項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が期限内にこ

れに従わなかったときは、区長は、法第５８条の９第４項の規定に基づき、その旨を公表

することができる。 

 

（命令） 

第１４条 区長は、特定子ども・子育て支援提供者が正当な理由がなく勧告に係る措置をと

らなかったときは、法第５８条の９第５項の規定に基づき、当該特定子ども・子育て支援

提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができ

る。 

２ 命令は、原則として文書により行い、特定子ども・子育て支援提供者に命令から３０日

以内に文書により改善報告書を提出させる。 

３ 区長は、特定子ども・子育て支援提供者に対し、第１項の規定による命令を行ったとき

は、法第５８条の９第６項の規定に基づき、その旨を公示するとともに、遅滞なくその旨

を当該特定子ども・子育て支援施設等の認可等を行った東京都知事等に通知する。 

 

（確認の取消し等） 

第１５条 区長は、特定子ども・子育て支援施設等が第５８条の１０第１項各号のいずれか



に該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を取り消し、

または期間を定めてその確認の全部もしくは一部の効力を停止(以下「確認の取消し等」

という。）することができる。 

２ 区長は、前項の規定による確認の取消し等をしたときは、法第５８条の１１第１項第３

号の規定に基づき、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設等の名称およ

び所在地等を公示しなければならない。 

 

（聴聞等） 

第１６条 区長は、監査の結果、当該設置者等に対して、第１４条に規定する命令または前

条に規定する確認の取消し等の処分(以下この条において「取消処分等」という。）を行お

うとするときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成５年法律第８

８号)第１３条第１項各号の規定により聴聞または弁明の機会の付与を行わなければな

らない。ただし、同条第２項各号に該当するときは、この限りでない。 

 

（関係機関への情報提供） 

第１７条 区長は、区が確認権限のない特定子ども・子育て支援施設等の利用者に対する施

設等利用費を支給している場合で、第１２条第１項各号に規定する情報を取得し、違反疑

義等の確認について特に必要があると考えられるときは、確認権限のある区市町村に当

該特定子ども・子育て支援施設等の監査の実施を要請することができる。 

２ 区長は、他の区市町村から要請を受けて、区長が確認権限のある特定子ども・子育て支

援施設等の監査を実施する場合は、その監査結果および改善報告書等について、要請を行

った区市町村のほか、当該特定子ども・子育て支援施設等の利用者への施設等利用費を支

給している区市町村にも情報提供を行う。 

３ 区長は、第１１条第１項に該当する状況を確認した場合は、東京都に対して、集団指導

の概要、実地指導の指導結果および改善報告の内容について情報提供を行う。 

４ 実地指導中に、特定子ども・子育て支援施設等を利用する小学校就学前子どもの生命ま

たは身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると認められる状況を確認した場合は、速やか

に東京都に情報提供を行う。 

５ 区長は東京都に対して、監査結果、改善報告の内容、行政上の措置等について、必要に

応じて情報提供を行う。 

 

（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども未来部長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和６年１０月１日から適用する。 



 

別表 評価区分（第４条関係） 

 

 

評価区分 指 導 形 態 

Ｃ 文書指摘 

福祉関係法令および福祉関係通達等に違反する場合（軽微

な違反の場合を除く。）は、原則として、「文書指摘」とする。 

ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延してい

る場合等は、「口頭指導」とすることができる。 

Ｂ 口頭指導 

福祉関係法令以外の関係法令またはその他の通達等に違反

する場合は、原則として、「口頭指導」とする。 

ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合または

正当な理由なく改善を怠っている場合は、「文書指摘」とする。 

なお、福祉関係法令および福祉関係通達等に違反する場合

であっても、軽微な違反の場合に限り、「口頭指導」とするこ

とができる。 

Ａ 助言指導 
法令および通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上

のための「助言指導」を行う。 


